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１．業務名 

  地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 業務システム構築業務委託 

 

２．委託期間 

  契約締結日から令和７年１月３１日 

 

３．業務概要 

  本所が内製し運用している現行業務システムを刷新し、株式会社ラクスが提供するクラウド

サービス『楽楽販売』（以下、「楽楽販売」）に業務システムを構築するための設計、設定代行

及び導入支援業務を委託する。 

 

４．目 的 

  本業務は以下の項目を目的とする。 

  （１）現行業務システムが将来的に維持できないという課題を解決するため、クラウドサー

ビスに業務システムを移管することで、セキュリティ対応やメンテナンス作業におい

て安定した運用を実現する。 

（２）クラウドサービスの拡張性により、将来的に業務に変化があった場合でも柔軟に対応

でき、業務を安定稼働させる。 

（３）クラウドサービスを利用することで、業務システムへのアクセスが簡便になり、業務

の迅速化や業務効率の向上を図る。 

（４）業務の可視化を推進し、属人化の防止を図り、情報共有を促進する。 

 

５．前提条件 

  受注者は、以下の要件をすべて満たしていること。 

  （１）株式会社ラクスの設定代行パートナーであること。 

  （２）直近２年間において「楽楽販売」の設定代行の実績を有すること。 

  （３）本業務に必要な知識及び技能を有する人員を確保していること。 

  （４）業務全体の進捗管理を行う人員を１名以上配置し、適切な人員計画による実施体制で 

業務を遂行できること。 

 

６．業務の範囲 

  本業務の範囲は以下の通りとする。 

  （１）システム構築までのスケジュール及びタスク管理 

  （２）業務ヒヤリングの実施及び業務運用にあったシステム構築の提案 

  （３）要件定義 

  （４）システム設計 

  （５）「楽楽販売」への設定代行 

  （６）本番環境下での検証及び修正 

  （７）導入運用サポート 

  （８）職員研修へのサポート人材の派遣 
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７．スケジュール 

  業務スケジュールは以下のとおりとする。 

なお、ヒヤリング、要件定義、詳細設計、システム設定については、業務委託開始後、双方で 

協議のうえ詳細なスケジュールを決定するが、令和６年 11月 30日までにシステム設定を完 

了するものとし、令和６年 12月からテスト運用を開始する。職員に対する研修へのサポート 

人材の派遣は令和 7年 1月に実施予定である。 

  なお、本業務で構築する業務システムは、令和 7年 4月から本格運用開始する予定である。 

 

 令和 6年 

5月 

 

6月 

 

7月 

 

8月 

 

9月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

令和 7年 

1月 

打ち合わせ 

（定期・不定期） 

         

ヒヤリング 

業務提案 

         

要件定義 

 

         

詳細設計          

システム設定          

検証・テスト 

修正 

         

運用サポート          

サポート人材 

派遣 

         

 

 

８．システム化の範囲 

 （１）技術相談 

・お客様から受けた技術相談内容をシステムに登録し、進捗管理及び相談履歴を表示する。

なお、システムの登録は外部連携による取り込みと職員の直接入力がある。 

・技術相談は複数条件で検索可能とする。 

・技術相談登録データは月単位で集計・ダウンロードする機能を備える。 

・年間相談の登録件数は、年間約 10,000件。 

 （２）試験計測業務・機器使用業務 

  ・お客様から試験計測、機器使用の見積書発行の要求があった場合に作成・発行する。 

  ・お客様から試験計測、機器使用の正式な依頼があった場合、申込書を作成する。 

  ・所属部署での承認及び事務局で承認後、受付日を記載した申込書、申込に関連する書類 

をお客様に送付する。 
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  ・試験計測、機器使用の終了後、職員が試験完了に関する事務処理を行い、所属部内の承認 

作業を行う。また、必要に応じて成績書の作成、承認作業を行う。 

・事務局の承認後、請求書・完了報告書兼納品書（もしくは完了報告書及び納品書）、領収書

等を発行し、必要な書類を選択のうえお客様に送付する。また、必要に応じて成績書の発

行、承認作業を行う。 

  ・これらの業務はシステム内で進捗管理ができるようにし、作業履歴を表示する。 

  ・これらの業務内でお客様から提出のあった関連書類は、アップロードして保存できる機能 

を備える。 

  ・これらの業務における承認ルートは、業務内容や所属部署によって複数設定し、代理承認 

機能を有する。 

  ・試験計測業務・機器使用業務の登録件数は、年間約 7000件。 

 （３）技術開発受託業務 

・お客様から技術開発受託の見積書発行の要求があった場合、作成・発行する。 

  ・お客様から技術開発受託の正式な依頼があった場合、申込書を作成する。申込に必要な関 

連書類を作成する。 

  ・所属部署での承認及び事務局で承認後、受付日を記載した申込書、申込に関連する書類を

発行する。必要に応じてお客様に送付する。 

  ・技術開発受託の終了後、職員が試験完了に関する事務処理を行い、所属部内の承認作業を 

行う。また、報告書の作成、承認作業を行う。 

・事務局の承認後、請求書・納品書、領収書等を発行し、必要な書類を選択のうえお客様に

送付する。また、報告書の発行、承認作業を行う。 

  ・これらの業務はシステム内で進捗管理ができるようにし、作業履歴を表示する。 

  ・これらの業務内でお客様から提出のあった関連書類は、アップロードして保存できる機能 

を備える。 

  ・これらの業務における承認ルートは、業務内容や所属部署によって複数設定し、代理承認 

機能を有する。 

  ・技術開発受託業務の登録件数は、年間約 200件。 

 （４）入金管理 

  ・試験計測業務・機器使用業務、技術開発受託業務で請求書を発行した案件の入金情報を入

力・管理できる。 

  ・未収金や過剰入金を参照、集計、ダウンロードできる機能を備える。 

 （５）顧客管理 

  ・顧客管理のためのデータベースを有し、顧客ごとの利用履歴等を管理できる。 

  ・企業管理データベースを有し、顧客情報と連携させ、企業ごとの利用履歴等を管理できる。 

  ・技術相談、試験計測業務・機器使用業務、技術開発受託業務と連携し、容易に顧客データ

を検索、参照、ダウンロードできる機能を備える。 

 （６）売上管理 

  ・試験計測業務・機器使用業務、技術開発受託業務の売上について、集計する機能を備える。 

  ・集計期間、集計項目については複数条件で検索、参照、ダウンロードできる機能を備える。 
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 （７）購買管理 

  ・物品調達依頼をシステム内で申請、承認を行う。また、物品調達依頼に必要な書類をシス 

テム内で提出できる機能を備える。 

  ・購買部門では発注に必要な帳票をシステム内で作成、発行する。 

  ・申請から発注、納品、支払までの情報を検索、参照できる機能を備える。 

  ・購買管理の登録件数は、年間約 1600件 

 （８）マスタ管理 

  ・不定期に更新するマスタや年度ごとに管理するマスタを容易に更新できる機能を備える。 

  ・年度ごとに必要なマスタの中で、売上管理などのために複数年度の情報が必要となるマス 

タは複数年度の保存が可能となる機能を備える。 

  ・マスタ登録、更新に制限や承認機能を備える。 

 

９．システム環境 

  「楽楽販売」は、発注者が以下の環境で契約し、委託開始時に用意する。 

  本業務で受注者が業務遂行時に必要となるユーザ登録については、発注者が必要に応じて行

うものとする。 

   9-1 申込サービス・プラン 

    楽楽販売（働くＤＢ） プロプラン 

   9-2 月額ＤＢ数・ユーザ数 

    100ＤＢ以内・200ユーザ 

     ※ ただし、システム構築中は 100ユーザで契約、テスト運用開始時に 200ユーザに 

契約変更予定 

   9-3 オプション 

    ＰＤＦ出力 

    ＡＰＩ連携 

    電子帳簿保存法オプション 

    ＩＰアドレス制限 

    ＳＳＬクライアント認証 

    添付ファイル暗号化 

    メールボックス 

     ※ ただし、要件定義及びシステム設計するうえで必要と認められるオプションに 

ついては、発注者において契約変更をするものとする。 

 

10．システム機能要件 

  必要なシステム機能の詳細については、別紙業務システム機能仕様書のとおりである。 

ただし、業務ヒヤリングを実施し、追加で必要な機能が認められる場合には、発注者と受注 

者で合意した要件定義、システム設計が最終的な業務システム機能仕様となる。 

 

11．実施体制 

  受注者は必要な作業項目について整理し、これに基づく作業体制を報告する。 
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なお、受注者は、業務の処理を他に委託又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書

面により当所に許諾を得なければならない。また、体制に変更があった場合は届け出ること

とする。ただし、委託内容の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。 

 

12．データ移行 

システム運用に必要な現行業務システムのマスタデータなどの移行については、スケジュー

ル、データ移行方法、完了時の検証方法等、全体的なルールを示し、必要に応じて当所と協

議・調整した上で実施する。 

 

13．職員研修 

テスト運用開始後、業務システムを利用する予定の職員向けの研修を以下のとおり実施する。

受注者は研修実施日に、研修会場（海老名本部および溝の口支所）へ研修サポート人材を派

遣する。 

   13-1 研修期間 

    令和 7年 1月中旬から下旬を予定 

   13-2 研修内容 

構築が完了した業務システムを使用し、実際の手順に沿って使い方などの研修を行う。

研修での進行・説明は発注者の職員が行うが、受講職員に対して操作サポートを行う人

材を受注者は派遣する。 

   13-3 実施体制 

    研修は１回につき２時間実施し、研修人数は 15名を基本とする。 

    海老名本部で２日、計６回、溝の口支所で１日、計２回実施する。 

    サポート人材は１日２名、３日間で延べ人数６名を派遣する。 

派遣時間は 10：00～17：00（昼休憩時間を含む）とする。 

     

14．成果物及び納品物 

 14-1 成果物 

設計・構築したシステムは、発注者が契約する「楽楽販売」内に設定する。 

 14-2 納品物 

  （１）要件定義書 

  （２）基本設計書（データフロー図） 

（３）詳細設計書（プログラム設計、データベース設計、帳票設計） 

  （４）業務完了報告書 

 

15．納品場所 

（１）設計・構築したシステムは、発注者が契約する「楽楽販売」内の指定する場所とする。 

（２）「14．納品物」に記載の納品物ついては、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研 

   究所 海老名本部とする。 
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16．検 収 

テスト運用と検査を実施し、検査合格後、契約完了日までに実施する職員研修のサポート人 

材の派遣が終了した後、業務完了報告書の提出をもって検収とする。 

 

17．支 払 

  業務完了報告書の提出後、60日以内に支払うこととする。 

 

18．その他留意事項 

18-1  守秘義務 

受注者は、個人情報及び業務上知り得た情報のうち当所が秘密と明示の上、書面又は口頭で

開示した情報（口頭の場合は、開示後 2 週間以内に書面に記載し、受注者の確認を得た情報

に限る。）を他に漏らしてはならない。また、業務遂行のために当所が提供した資料、データ

等は、本業務以外の目的で使用してはならない。なお、本業務終了後、当所から提供した資

料、データ等は受注者の責任により、指定期日までに破棄すること。 

 

18-2  会議・打ち合わせ、及び連絡調整  

仕様の確認及び進捗報告を行うため、本委託業務の履行期間内は月に 1 回程度の会議を行う

こととし、業務全体の進捗状況の確認、進行上の課題への対応策等の協議を行うこと。なお、

必要に応じて追加開催することとする。 

また、本委託業務を遂行するにあたり、受注者との間で確認や協議が必要な事柄が発生した

場合は、必要に応じて打ち合わせを行うものとする。 

 

18-3  契約不適合責任 

成果品については、当所の検査合格をもって納品されたものとする。なお、引き渡された成

果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、当所の必要と認め

る修正、補正及びその他必要な作業は、受注者の負担で行うものとする。 

 

18-4 履行遅滞 

受注者は、委託業務を契約期間内に履行することができないときは、当所が災害その他やむ

を得ない理由があると認めたときを除き、当該業務に係る契約金額につき遅延日数に応じ、

契約締結の日において適用される法定利率の割合で計算した額の違約金を当所に支払うもの

とする。 

 

 18-5 運用保守 

  業務委託完了後の運用サポート及び保守については、別途契約とする。 

 

18-6 その他 

本仕様書に明記されていない事項、その他不明な事項等について疑義を生じた場合は、当所

と受注者が協議の上、決定するものとする。 

 



地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

業務シ ステ ム構築業務委託

機 能 仕 様 書

令和6年3月

別紙

















Web

API

DB

DB DB

Yes

No

No

Yes

Yes

No

Yes

No No

Yes Yes

No

Yes



DB

DB

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

Yes

No

No



DB

DB

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Yes

No

/

No

No

Yes

Yes



DB

Yes

Yes

No

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

DB

No

Yes

DB



DB

Yes

No

No

Yes

No

No

Yes

Yes

DB

DB

No

Yes

No

Yes



DB

DB

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No



DB

or

DB DB

Yes

No

No

No

Yes

Yes

B. DB DB or DB DBB. DB DB

No

No

No

Yes

Yes

Yes



DB

or

DB DB

Yes

Yes

Yes

No

No

No

B. DB DB or DB DB B. DB DB

No

No

No

Yes

Yes

Yes



DB

B. DB DB or DB DB

Yes

Yes

No

No

DB

DB

Yes

No

Yes

No

No

Yes



DB

DB

DB

DB

B. DB DB

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No



DB

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No
No

No
No

No

No



DB


